
平成１４年（ワ）第２１４８号　著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日　平成１５年１月２０日
                    判　　　　　　　　　　決
          　　原　　　　　　　　　　告　　　社団法人日本音楽著作権協会
      　　　　同訴訟代理人弁護士　　　　　　田　　  中　　　　　　　豊
      　　　　同　　　　　　　　　　　　　　葛　　  西　　  栄　　　二
          　　被　　　　　　　　　　告　　　株式会社Ｂ
          　　被　　　　　　　　　　告　　　Ｄ
　　　　　　　被　　　　　　　　　　告　　　Ｅ
              被　　　　　　　　　　告　　　Ｆ
              被　　　　　　　　　　告　　　Ｇ
              被　　　　　　　　　　告　　　Ｈ
              被　　　　　　　　　　告　　　Ｉ
              被　　　　　　　　　　告　　　Ｊ
              被　　　　　　　　　　告　　　Ｋ
              被告ら訴訟代理人弁護士      　中　　　元　　　紘  一  郎
              同　　　　　　　　　　　　　　仲　　　谷　　　栄  一  郎
              同　　　　　　　　　　　　　　青　　　柳　　　良　　　則
                    主　　　　　　　　　　文
  １　被告ら（ただし，被告Ｄを除く。）は，別紙差止請求一覧表記載の各自の社
交ダンス教授所施設において，別添ダンス楽曲リスト記載の音楽著作物を，録音物
再生装置を操作して再生する方法により演奏してはならない。
  ２(1)　被告株式会社Ｂ及び被告Ｄは，原告に対し，連帯して１１１万６０６４円
並びにうち別紙１の使用料相当額一覧表の「使用料相当額」欄記載の各金員に対す
る各「起算日」欄記載の日から平成１４年１１月３０日までいずれも年５分の割合
による金員及び１１１万６０６４円に対する平成１４年１２月１４日から支払済み
まで年５分の割合による金員をそれぞれ支払え。
    (2)　被告Ｅは，原告に対し，１７３万７６００円並びにうち別紙２の使用料相
当額一覧表の「使用料相当額」欄記載の各金員に対する各「起算日」欄記載の日か
ら平成１４年１１月３０日までいずれも年５分の割合による金員及び１７３万７６
００円に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
    (3)　被告Ｆは，原告に対し，２０９万５１２０円並びにうち別紙３の使用料相
当額一覧表の「使用料相当額」欄記載の各金員に対する各「起算日」欄記載の日か
ら平成１４年１１月３０日までいずれも年５分の割合による金員及び２０９万５１
２０円に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
    (4)　被告Ｇは，原告に対し，１１５万８４００円並びにうち別紙４の使用料相
当額一覧表の「使用料相当額」欄記載の各金員に対する各「起算日」欄記載の日か
ら平成１４年１１月３０日までいずれも年５分の割合による金員及び１１５万８４
００円に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
    (5)　被告Ｈ及び被告Ｉは，原告に対し，連帯して１７３万７６００円並びにう
ち別紙５の使用料相当額一覧表の「使用料相当額」欄記載の各金員に対する各「起
算日」欄記載の日から平成１４年１１月３０日までいずれも年５分の割合による金
員及び１７３万７６００円に対する平成１４年１２月１４日から各支払済みまで年
５分の割合による金員をそれぞれ支払え。
    (6)　被告Ｊは，原告に対し，１３９万００８０円並びにうち別紙６の使用料相
当額一覧表の「使用料相当額」欄記載の各金員に対する各「起算日」欄記載の日か
ら平成１４年１１月３０日までいずれも年５分の割合による金員及び１３９万００
８０円に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
    (7)　被告Ｋは，原告に対し，８３０万６９７６円並びにうち別紙７の使用料相
当額一覧表の「使用料相当額」欄記載の各金員に対する各「起算日」欄記載の日か
ら平成１４年１１月３０日までいずれも年５分の割合による金員及び８３０万６９
７６円に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員
を支払え。
  ３　原告のその余の請求をいずれも棄却する。



  ４　訴訟費用はこれを２分し，その１を原告の，その余を被告らの各負担とす
る。
  ５　この判決は，１，２項に限り，仮に執行することができる。
                  　事実及び理由
第１　請求
　１　被告ら（ただし，被告Ｄを除く。）は，別紙差止請求一覧表記載の各自の社
交ダンス教授所施設において，別添ダンス楽曲リスト記載の音楽著作物を，録音物
再生装置を操作して再生する方法により演奏してはならない。
　２　被告ら（ただし，被告Ｄを除く。）は，別紙差止請求一覧表記載の各自の社
交ダンス教授所施設から，別紙物件目録記載の録音物再生装置及び関連機器を撤去
せよ。
　３(1)　被告株式会社Ｂ及び被告Ｄは，原告に対し，連帯して４２２万６７０７円
及びうち３４４万３６７５円に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年
５分の割合による金員を支払え。
    (2)　被告Ｅは，原告に対し，７１９万５９５７円及びうち５９４万８５５０円
に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
    (3)　被告Ｆは，原告に対し，８６６万７７６５円及びうち７１３万８２６０円
に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
    (4)　被告Ｇは，原告に対し，４８１万５４０３円及びうち３９６万５７００円
に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
    (5)　被告Ｈ及び被告Ｉは，原告に対し，連帯して６６０万４３５０円及びうち
５３８万０７５２円に対する平成１４年１２月１４日から各支払済みまでいずれも
年５分の割合による金員を支払え。
    (6)　被告Ｊは，原告に対し，６６０万４３５０円及びうち５３８万０７５２円
に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払
え。
    (7)　被告Ｋは，原告に対し，１３２２万１６７９円及びうち１２１４万５３３
５円に対する平成１４年１２月１４日から支払済みまで年５分の割合による金員を
支払え。
第２　事案の概要
    本件は，音楽著作物の管理等を業とする原告が，社交ダンス教授所（社交ダン
ス教室）を経営する被告ら（ただし，以下において，ダンス教授所の経営主体を示
す場合には，法人の取締役である被告Ｄを除くその余の被告らを意味する。）に対
し，被告らによる著作物の無許諾使用行為を理由として，著作権法（以下「法」と
いう。）１１２条に基づき，原告らが管理する音楽著作物の使用差止め（同条１
項）と録音物再生装置等の撤去（同条２項）を求めるとともに，主位的には不法行
為又は商法２６６条の３第１項に基づき，①使用料相当損害金，②これに対する履
行期後の日である各翌月１日から平成１４年１１月３０日まで民法所定の年５分の
割合による既経過遅延損害金及び③弁護士費用並びに①と③の合計額に対する同年
１２月１４日から支払済みまで同割合による遅延損害金の各支払を，予備的には不
当利得に基づき，上記と同額の利得金及び悪意受益者の利息金の返還を求めた事案
である。
  １　前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定可能な事実）
    (1)　当事者等
      ア　原告は，平成１３年９月３０日までは「著作権ニ関スル仲介業務ニ関ス
ル法律」（昭和１４年法律第６７号）に基づく許可を受け，平成１３年１０月１日
からは「著作権等管理事業法」（平成１２年法律第１３１号，以下「事業法」とい
う。）に基づく文化庁長官の登録を受けた著作権等管理事業者たる社団法人であ
り，内外国の音楽の著作物の著作権者からその著作権ないしその支分権（演奏権，
録音権，上映権等）の信託を受けた上，国内の放送事業者をはじめ，レコード，映
画，出版，興行，社交場及び有線放送等各種の分野における音楽の著作物の利用者
に対して，音楽の著作物の利用を許諾し，その対価として利用者から著作物使用料
を徴収し，これを内外国の著作権者に分配するなどの管理事業を主たる業務内容と
している（甲１）。
          原告は，内国の音楽の著作物については著作権者と著作権信託契約を締



結し，外国の音楽の著作物については我が国の締結した著作権条約に加盟する諸外
国の著作権仲介団体との相互管理契約を締結することによりその著作権又は支分権
の移転を受けるなどしてこれを管理している（以下，原告が管理している音楽著作
物を「管理著作物」という。）（甲２）。
          別添ダンス楽曲リスト記載の音楽著作物は，いずれも原告がそれぞれの
著作権者から著作権の信託を受けて著作権を管理する管理著作物の一部である（甲
４）。
      イ　被告らは，それぞれ別紙差止請求一覧表記載の社交ダンス教授所施設
（以下「本件各施設」という。）において，社交ダンス教授所を経営している。な
お，同一覧表の施設番号５の施設については，被告Ｈ及び被告Ｉが共同経営してい
る。
          被告Ｄは，平成１４年４月３０日まで，被告株式会社（平成３年３月１
日設立）の代表取締役としてその業務全般を監督執行する立場にあった者であり，
平成１４年４月３０日以降は同社の取締役として業務執行に関与している上，自ら
ダンス教師として顧客の指導に当たっている。
    (2)　被告らの行為
        被告らは，それぞれが経営する本件各施設において，営業時間中，別紙物
件目録記載のＣＤプレイヤー等の録音物再生装置及び関連機器（以下「本件物件」
という。）を設置し，これを操作してＣＤ等に録音された管理著作物を含む音楽著
作物を再生する方法により演奏し，顧客が社交ダンス教授所所属のダンス教師の指
導を受けながら音楽に合わせてダンスする形式で授業（少なくともその一部）を行
っている。
        被告らは，ＣＤ等に録音された管理著作物の再生につき，原告の許諾を受
けていない。
  ３　本件の争点
    (1)　被告らの行為は原告の演奏権を侵害するか。
      ア　被告らによるＣＤ等の再生は，公衆に対する演奏（法２２条）に当たる
か。
      イ　被告らによるＣＤ等の再生は，非営利の演奏（法３８条）といえるか。
      ウ　被告らによるＣＤ等の再生は，著作物の公正な利用に当たり，原告の請
求は権利濫用といえるか。
    (2)　原告が，被告らに対し，原告の使用料規程等に基づいて著作物の使用料を
請求することは，権利濫用に当たるか。
    (3)　被告らによるＣＤ等の再生は，平成１１年法律第７７号による改正前の法
附則１４条の適用対象となるか。
    (4)　原告の損害（又は損失）の有無及びその額
    (5)　被告Ｄの損害賠償責任の有無
    (6)　原告の被告らに対する損害賠償請求権等についての消滅時効の成否
    (7)　本件物件は，「専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具」に当たるか
（撤去請求の可否）。
　４　争点に関する当事者の主張
  　(1)　争点(1)ア（公衆演奏の該当性）について
  　　（原告の主張）
        法２２条の「公衆」は，不特定人と特定多数人（法２条５項）を含む概念
であるところ，被告らは，被告らとの間に特別の関係のない者との間で契約関係に
入って顧客とし，自らの用意した施設・機器を利用して社交ダンスを教授するので
あるから，被告らの経営する社交ダンス教授所は正に不特定の者を対象とする営業
である。この点，被告らと被告らが管理著作物を演奏して聞かせる者（顧客）との
間に受講契約が結ばれているとしても，法２条５項の観点からすると，そのような
契約関係の存在のゆえに，顧客が特定の者になるわけではない。
        また，被告らは，ある一時点において教授を受ける顧客が多数か否かとの
観点から議論を展開するが，被告らは，不特定の者との間で契約関係に入り，その
ような者に対して順次社交ダンスを教授することを営業目的としているのであるか
ら，被告らの経営する社交ダンス教授所が必然的に多数の者を対象とするものであ
ることは明らかである。
        この点に関し，カラオケ・ボックスにおける管理著作物の演奏が公に対す
る演奏に当たるか否かについて判断した東京高等裁判所平成１１年７月１３日判決
は，店舗に来店する顧客が不特定多数の者であることを理由に，上記演奏は公に対



する演奏である旨判示している（同判決は，上告棄却により確定している。）が，
同判決は，カラオケ・ボックスにおいては，その経営者と客との間にはカラオケ・
ボックスの施設・機器の利用提供に関する契約関係が存し，また，その営業時間中
のある一時点の各個室にいる顧客は少数の者であることが通常であっても，そのこ
とゆえに，カラオケ・ボックスにおける管理著作物の演奏が公にするものに当たら
ないことにはならないことを認めたものであり，このことは社交ダンス教授所にお
ける管理著作物の演奏についても妥当するというべきである。
        よって，本件各施設におけるＣＤ等の再生は，法２２条の公衆に対する演
奏に当たることが明らかである。
      （被告らの主張）
        本件各施設におけるＣＤ等の再生は，被告らと社交ダンス指導の受講契約
を結んだ特定の生徒に対して，ダンス技術の指導に伴うものとしてなされるもので
あり，不特定の一般公衆に対してなされるものではない。すなわち，法２条５項
は，同法にいう「公衆」には，特定かつ多数の者を含む旨規定するが，そこにいう
「特定」とは，個人的な結合関係があるものを指すと解されるところ，本件のよう
な社交ダンス教授所におけるダンス教師と受講者との間には，社交ダンスを教える
側と学ぶ側という教師と生徒としての密接な人的関係に依存した継続的な関係が存
し，現に本件各施設の受講生は１年を通じてその大半は固定しているから，上記の
個人的な結合関係が認められるというべきである。したがって，本件各施設におけ
るＣＤ等の再生は，原告の主張するような不特定一般の者に対するものではなく，
特定の者に対するものということができる。
        原告は，カラオケ・ボックスにおける管理著作物の演奏を公に対する演奏
であるとした東京高等裁判所の裁判例を援用するが，カラオケ・ボックスと利用客
との間の一時的な契約関係と，ダンス教授所における教師と生徒という要素を含ん
だ継続的な契約関係とは全く性格を異にしており，またカラオケ・ボックスにおい
ては利用客は匿名の不特定多数の存在であり，店側から個々の利用客を特定するこ
とは不可能であるのに対し，ダンス教授所においては，ダンス教師が各受講者を特
定して識別することが可能であるなどの相違点からすれば，両者を同列に論じるこ
とはできない。
        そうすると，本件各施設におけるＣＤ等の再生が法２条５項にいう多数の
者に対する演奏に当たるか否かが検討されるべきところ，同項にいう「多数」と
は，５０名程度の人数を要すると考えられるが，本件各施設におけるレッスンの形
態は個人レッスンを基本としており，その生徒数は１名ないし数名にすぎず，最高
でも１０名程度であって，同時に数十名の生徒に対してＣＤ等の再生がされること
は皆無である。本件各施設のうちには，その構造上，２，３人以上の人数を相手に
レッスンを行うことが物理的に不可能である施設も多い。そもそもダンス教授所に
おける音楽の演奏は，ダンス教授所に所属している受講生全員に聞かせることを目
的とするものではなく，その個別のレッスンを受講している受講生のためのもので
ある。したがって，本件各施設におけるＣＤ等の再生は，多数の者に対するもので
はないというべきである。
        よって，本件各施設におけるＣＤ等の再生は，公衆に対する演奏に当たら
ない。
    (2)　争点(1)イ（演奏の非営利性）について
      （被告らの主張）
        本件各施設におけるＣＤ等の再生は，あくまで社交ダンス技術の指導に伴
ってなされるものであって，非営利目的の著作物の使用の一形態である（法３８条
１項本文）。生徒からの受講料収入は，本件各施設の運営及びダンス教師自らの技
量の向上のために振り向けられており，本件各施設を運営するダンス教師自身は，
ダンス教授所の経営者であるというよりは，第一義的には社交ダンスという芸術な
いし競技の担い手であるダンス技術の習得者，教育者あるいはダンス競技者であ
り，自らが競技に関わる傍ら，ダンス教授所を通じて社交ダンスを社会に普及すべ
く努めているのであって，営利を目的として本件各施設を運営しているのではな
い。また，本件各施設は，民間の組織ではあるが，社交ダンスという１つの芸術な
いしスポーツの教育という公益目的に従事するものであり，私立大学と同様，営利
を目的としたものではない。
        ダンス教授所における受講料は，あくまで社交ダンスの技術の指導に対す
る対価であり，ＣＤ等の再生に対する対価ではないから，「料金」（法３８条１項
本文）に当たらないし，ＣＤ等の再生について被告らに報酬は支払われていない



（同項ただし書）。
        よって，本件各施設におけるＣＤ等の再生は，原告の著作権を侵害しな
い。
      （原告の主張）
        法３８条１項の非営利要件は，著作物の利用行為が直接・間接に営利に結
びつくか否かの観点から判断されるべきものであるところ，社交ダンス教授所にお
ける音楽著作物の演奏は，社交ダンスの教授に際して必要不可欠というべきもので
あって，音楽著作物の演奏が全く無いことを前提とした場合には，社交ダンス教授
所は顧客を獲得することが期待できず，その営業自体が成り立たないから，社交ダ
ンス教授所における音楽著作物の演奏は，直接に営利に結びつく利用形態である。
また，同項の無料要件は，名目のいかんにかかわらず，著作物の提供・提示の見返
りとして受ける対価に関するものであるところ，被告らが自認するとおり，顧客か
ら受ける受講料は，被告らの経営に係る社交ダンス教授所におけるダンス教授の指
導料名目で収受され，その一部が施設運営費用に充てられているが，音楽著作物の
演奏は社交ダンスの指導に不可欠なものであるから，受講料収入の一部が正に同項
の「料金」に当たるものである。
        なお，原告は，社交ダンスが芸術ないしスポーツの側面を有していること
や社交ダンス教授所が社交ダンスの技術等を市民に教授するという教育的側面を有
していることを否定するものではないが，そのことのゆえに社交ダンス教授所の営
業が，営利を目的とするものでないとはいえない。
    (3)　争点(1)ウ（著作物の公正な利用）について
       （被告らの主張）
        我が国の法には，アメリカ合衆国の著作権法１０７条のような著作物の公
正な利用（フェア・ユース）についての明文の規定は存しないが，これを具体化し
た法３０条以下の規定が存することや，公正な利用と考えられる著作権の利用形態
についてあらかじめ規定し尽くすことが不可能であることにかんがみれば，法３０
条以下の規定に照らして，公正な利用の範囲に含まれると考えられるものについて
は，これらの規定に準じて著作権侵害にはならないというべきである。そして，本
件各施設におけるＣＤ等の再生は，以下の観点から見て，著作物の公正な使用（フ
ェア・ユース）に当たるから，原告の本件各請求は，権利の濫用として認められる
べきではない。
      ア　被告らによる本件各施設におけるダンスの指導は，個人レッスンを基本
としており，教師対生徒の極めて密接した個人的な空間において行われるレッスン
の中で，社交ダンスの指導に必然的に伴うものとして音楽著作物が利用されるもの
であるが，私的使用のために著作物の複製を認めた法３０条１項の趣旨に照らせ
ば，被告らによるＣＤ等の再生も，法が許容する私的領域における演奏に当たる。
      イ　また，本件各施設における被告らによる社交ダンスの指導は，芸術及び
生涯スポーツとしての側面を有する社交ダンスを社会に普及すべく努めている活動
の一環あるいは社交ダンスを学ぼうとする生徒たちに対する教育として行われてい
るものであって，営利目的の行為ではない。被告らは，かかる芸術やスポーツ教育
に必然的に伴うものとして管理著作物を利用しているものであるが，学校その他の
教育機関における著作物の複製を認めた法３５条の趣旨に照らせば，被告らの本件
各施設におけるＣＤ等の再生は，原告の著作権を侵害するものではない。
      ウ　さらに，社交ダンスのようにルールの確立したスポーツにおける音楽の
使用，またそのスポーツの指導に必然的に伴う音楽の使用は著作権侵害とされるべ
きではないとの社会的なコンセンサスがあり，かかる使用については長年黙認され
てきたことにかんがみると，被告らによる本件各施設における社交ダンスの指導に
必然的に伴う管理著作物の使用は，原告の著作権を侵害するものではない。仮に，
社交ダンスのみを他のスポーツ（フィギュアスケート，シンクロナイズド・スイミ
ング，バレエダンス，ジャズダンス，エアロビクスダンス等）と区別して，その教
授の際の管理著作物の使用についてまで使用料の請求をする取扱いは，請求を受け
ていない上記の他のスポーツとの間に不均衡を生じさせ，不合理な結果を招く。
      （原告の主張）
        我が国の法における著作権制限に関する規定は，文化的所産の公正な利用
という点を配慮した上で成立したものであり，明文の規定を超えて，著作権の制限
が認められるわけではない。したがって，被告らが主張するように，著作権制限に
関する法３０条以下の規定に依拠して更に本件各施設におけるＣＤ等の再生が公正
な利用に当たるかどうかを議論をすることは，法律上の根拠がないというべきであ



る。
        また，本件各施設におけるＣＤ等の再生が「私的領域における著作物利用
の一形態」であるとか，「営利目的の行為ではない」といった主張が荒唐無稽なも
のであることは論をまたないし，原告は，現行法が施行された昭和４６年以来，社
交ダンス教授所における管理著作物の演奏権の管理を継続して行っており，その無
許諾演奏を長年黙認してきた事実はないから，これを前提とした被告らの主張は失
当である。
        ちなみに，アメリカ合衆国において，社交ダンス教授所における音楽著作
物の演奏が，同国の著作権法１０７条にいう「公正な利用」に当たらないことに異
論はない。
    (4)　争点(2)（使用料請求の権利濫用）について
      （被告らの主張）
        原告の被告らに対する本件における使用料の請求は，以下の理由から権利
の濫用に当たる。
      ア　事業法は，著作権等管理事業者は，使用料規程を定め，又は変更しよう
とするときは，利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなけ
ればならないと規定している（１３条２項）ところ，原告は，使用料規程を定める
に当たって，被告らの所属する日本ダンス議会，財団法人日本ボールルームダンス
連盟（以下「ボールルーム連盟」という。）等の団体からの意見聴取を行っていな
い。また，著作権等管理事業者は利用者代表からの使用料規程に関する協議に応じ
る義務があり（事業法２３条２項），被告らは，同協議ないし文化庁による裁定
（同法２４条）も視野に入れて原告と交渉を行うつもりでいたところ，原告は，被
告らとの上記協議の余地も残さないまま，本訴の提起に至ったものである。
          この点につき，原告は，社団法人全日本ダンス協会連合会（以下「全ダ
連」という。）に対して意見の陳述を促すなどの手続を取った旨主張するが，意見
聴取のための期間が短いなど事業法１３条２項の手続を十分に履践したものとはい
えない。また，原告が上記手続を取った当時，管理著作物の使用料を原告が一方的
に大幅に値上げしたことで，全ダ連と原告との交渉がこじれ，その後も交渉が全く
行われないままになっていたという特別の事情が存在した。
          したがって，原告の使用料規程は，現時点では，利用者及び利用者団体
の意見を十分に反映するための同法に規定する手続を経て定められたものとはいえ
ない。
          なお，一部のダンス教授所が原告に対して使用料を支払っていることは
事実であるが，これらのダンス教授所も，必ずしも使用料規程どおりに支払ってい
るわけではない。このことも，原告の使用料規程が利用者に受け入れられているわ
けでないことを示している。
      イ　また，原告は，本件訴訟の提起に先立って被告らとの交渉を経ておら
ず，訴えの内容も，当初同一人物の本名と芸名を２人として訴えを提起するなど，
被告らのダンス教授所の実態について誤った理解に基づくものとなっている。
      ウ　さらに，日本ダンス議会，ボールルーム連盟の一部の会員に対する原告
の交渉態度は，一方的に回答期限を設定して，期限を過ぎた場合には５倍以上の金
額の損害金を示すことによって，自分の望む条件を相手に呑ませようとする強圧的
なものであった。
      エ　加えて，原告が音楽著作権の使用許諾の市場における独占的な地位を濫
用して，契約条件を交渉の余地なく認めさせようとする行為や，不均衡に高い損害
金の額を提示して，その５分の１以下の額で契約を結ばせようとする行為は，独占
禁止法１９条の不公正な取引方法に当たる。
      （原告の主張）
      ア　原告は，事業法１３条２項に基づき，同法の施行に先立つ平成１３年９
月６日，社交ダンス教授所における管理著作物利用についての利用者団体と考えら
れる全ダ連に対し，使用料規程案を送付した上でその意見の陳述を促す（ただし，
全ダ連から特段の意見表明はなかった。）などの意見聴取の手続を経た上で，同条
１項に基づき，文化庁長官に現行使用料規程を届け出たものである。
          また，現行使用料規程に定める社交ダンス教授所に適用される使用料額
は，昭和６１年８月１３日付けで変更認可を受けて実施していた著作物使用料規程
に定める使用料額と同額であるところ，原告は，この変更認可申請に先立って，全
ダ連との間で協議を遂げている。なお，上記の変更認可当時，日本ダンス議会，ボ
ールルーム連盟（平成４年３月２４日設立許可）なる団体は存在しておらず，全ダ



連が唯一の利用者団体であった。
          そもそも，被告らは事業法２３条の「利用者代表」ではないから，被告
らは同条の協議ないし同法２４条の裁定の申請をする予定であった旨の被告らの主
張は法的に意味をなさないし，仮に，被告らの主張が，被告ら代理人が日本ダンス
議会及びボールルーム連盟から代理権を授与されていたとの趣旨だとしても，原告
はこれら団体から上記協議の申入れを受けたことはないから，被告ら代理人と交渉
すべき理由はなかった。
          加えて，原告は，平成１３年１１月６日，ボールルーム連盟に対して，
同連盟に所属する社交ダンス教授所における管理著作物の利用の適正化についての
申入れをしたところ，同連盟から，同連盟の主要な事業がダンス指導者の資格認定
をすることにあり，上記問題について責任を持った交渉をすることはできないとの
趣旨の回答があったため，原告は，同連盟が事業法１３条２項の「利用者団体」に
当たるかどうか判断しかねる状況に置かれたものである。なお，客観的に見ても，
ボールルーム連盟及び日本ダンス議会が事業法１４条３項，２３条２項等，同法施
行規則２１条の規定する「利用者代表」の要件を満たす者か否か明らかでない。
          したがって，事業法１３条２項所定の手続を経ていないとの被告らの主
張は理由がない。
      イ　被告らは，原告が被告らとの交渉を経ていないと主張するが，原告は，
平成１３年以降，被告らないし被告らの所属する団体（全ダ連，ボールルーム連
盟，アイチボールルームダンス協同組合）との間で管理著作物の利用の適正化につ
いて長期間にわたる交渉を重ねた上で本件訴訟を提起したものであり，被告らの主
張は根拠がない。
      ウ　原告は，被告らを含む社交ダンス教授所の経営者らに対し，法の規定と
原告の使用料規程等について正確かつ分かりやすく説明した内容の書面を送付して
いるのであって，その交渉態度は被告らが主張するような強圧的なものではない。
      エ　原告が管理著作物の利用者に対し，法に従って，使用料規程に基づく使
用料の支払を求める行為は，著作権ないしその支分権の信託を受けた者として適法
な権利行使であることは明らかであり，被告らの主張するように，独占禁止法１９
条の「不公正な取引方法」に当たることはない（同法２１条参照）。そもそも原告
が被告らに請求しているのは，不法行為に基づく損害賠償金の支払ないし不当利得
に基づく利得の返還であるから，被告らの上記主張は失当である。
    (5)　争点(3)（法附則１４条の適用の有無）について
      （被告らの主張）
        平成１１年法律第７７号（平成１２年１月１日施行）による改正前の法で
は，適法に録音された音楽著作物の再生については，公衆送信に該当するもの及び
営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われ
るものを除き，当分の間，演奏権が制限され，適法とされていた（附則１４条）と
ころ，社交ダンス教授所におけるＣＤ等の再生は同条の適用を受け，かつ同条の例
外となる事業について定めた政令である法施行令附則３条１ないし３号のいずれに
も当たらないから，少なくとも平成１１年１２月３１日までは本件各施設における
ＣＤ等の再生は適法であった。加えて，法附則１４条の廃止後の権利行使の実態に
かんがみれば，被告らが払うべき使用料は平成１４年４月以降のものに限られると
いうべきである。
        原告は，法施行令附則３条２号の「キャバレー，ナイトクラブ，ダンスホ
ールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業」に社交ダンス教授所の営業が
含まれると主張するが，ダンス教授所がキャバレー，ナイトクラブ，ダンスホール
と性質を異にすることは明らかである。すなわち，キャバレー，ナイトクラブ，ダ
ンスホールが上記の法附則１４条の適用除外とされているのは，これらの営業が音
楽を演奏することにより，フロアにおいて客に勝手にダンスをさせて利益を得てい
ることから，音楽の利用により直接的に利益を得ていると考えられるためである。
これに対し，ダンス教授所は，むしろ社交ダンスの技術指導に必然的に付随するも
のとして音楽を演奏しているのであって，音楽の利用により直接的利益を得ている
ものでなければ，客に勝手に踊らせることにより客に料金を支払わせるものでもな
い。そもそも社交ダンスの指導・練習の過程においては，音楽を使用しないでステ
ップや振り付けといった重要な部分を練習することも行われており，ダンス教授所
における音楽の使用量が増加すれば，営業利益も比例的に増加するといった関係に
はない。また，「フロアにおいて客にダンスをさせる営業」には，風俗営業として
行われるダンス教授所等は含まれるが，フォーク・ダンス教授所等純教育観点に立



って行われるダンス教授所はこれに該当しないと解されているところ，被告らが経
営するダンス教授所は，純粋に社交ダンスの教授を目的とするものであるから，本
件各施設は同号の適用対象ではない。
        なお，従前，風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下
「風営法」という。）は，「ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる
営業」を風俗営業に該当する営業とし，ダンス教授所はこれに含まれるとして規制
の対象としてきた（同法２条１項４号）ところ，平成１０年の同法改正により一定
の要件に該当するダンス教授営業は規制の対象から除外されることとなったが，こ
れは被告らのようなダンス教師の資格を持っている者が営むダンス教授所は，風俗
営業として営まれるダンス教授所に含まれないとの従来からの認識が公に認知され
たことによるものであり，このことからも，ダンス教授所を法附則１４条の適用除
外とすることの理由がないことが明らかである。
      （原告の主張）
        社交ダンス教授所の営業は，法施行令附則３条２号の「フロアにおいて客
にダンスをさせる営業」に該当するから，被告らの前記主張は失当である。同条各
号は，音楽喫茶やダンスホール等で営業上音楽を欠くことができない事業を列挙し
たものであり，被告らが主張するように，「音楽利用による直接的利益の帰属」と
いう観点から事業を列挙したものではない。また，社交ダンス教授所においては，
音楽利用の量の増加に伴い，営業利益の量が増加する関係にあるから，ダンス教授
所は，正に「直接的利益の帰属」の典型例であり，この点においても被告らの主張
は誤っている。
        さらに，被告らは，「フロアにおいて客にダンスをさせる営業」に，風俗
営業として行われるダンス教授所等が含まれることを自認しているところ，被告ら
の経営に係る社交ダンス教授所は，平成１０年改正前の風営法に基づく許可を受け
ていたのであり，正に「風俗営業として行われるダンス教授所」に当たるものであ
る。
    (6)　争点(4)（損害等の有無及びその額）について
      （原告の主張）
      ア　不法行為による損害
        (ア)　使用料相当額損害金
            原告は，被告らの著作権侵害行為により，平成１４年１１月３０日ま
でに次のとおり使用料相当額の損害を被った。
            使用料相当損害金は，少なくとも管理著作物の許諾を受けて利用する
者が原告に対して支払うべき使用料と同額であるところ，（法１１４条２項），管
理著作物の使用料率は，平成１３年９月３０日までは「著作権ニ関スル仲介業務ニ
関スル法律」に基づき文化庁長官の認可を受けた「著作物使用料規程」に，平成１
３年１０月１日以降は事業法１３条に基づいて原告が定めて文化庁長官に届け出た
「使用料規程」に，それぞれ定められている。
            上記使用料規程によると，本件各施設のような社交ダンス教授所にお
いて管理著作物を演奏（再生）する場合の使用料は，包括的利用許諾契約を結ばな
い場合には１曲１回当たりの使用料によるべきところ（第２章第１節５「社交場に
おける演奏等」），社交ダンス教授所という営業形態は業種８に分類されるから，
本件各施設に対しては別表１６の２が適用されることになる。なお，使用料規程に
定める社交ダンス教授所に適用される使用料額は，昭和６１年８月１３日付けで変
更認可を受けて実施していた著作物使用料規程に定める使用料額と同額である。
            そして，別紙差止請求一覧表に記載された本件各施設の開設時期（侵
害開始時期。なお，Ｄ’ダンススクール扶桑教室が開設されたのは昭和６３年６月
ころであり，これを平成５年４月ころであるとする被告らの主張を裏付ける的確な
証拠はない。また，被告株式会社Ｂが設立されたのは平成３年３月１日であるが，
被告らは，株式会社Ｂの現在の代表者であるＣ及び被告Ｄが同教室においてダンス
教師として営業していたことを認めているのであるから，仮に，平成５年３月３１
日以前において，同教室の他のダンス教師のレッスンが被告株式会社Ｂ又は被告Ｄ
の管理下になかったとしても，被告Ｄの行うダンスレッスンは被告株式会社Ｂの営
業の一環としてされていたものであるから，平成４年６月１日から平成５年３月３
１日までの期間についても，被告株式会社Ｂは管理著作物の利用主体として責任を
負うことに変わりはない。），面積，３０分間の教授料，１日当たりの使用曲数，
月間営業日数を前提に，上記各規程に基づいて，本件各施設における平成１４年１
１月３０日までの使用料相当損害金を各被告について計算すると，次のとおりであ



る（いずれも税込み。なお，１日当たりの使用曲数については，本件各施設におけ
る実態調査時に使用された曲数そのものではなく，日による使用曲数にばらつきが
生じることをも勘案して，調査時の曲数から一定限度を減じたものを算定の基礎と
している。）。また，本件各施設のうち，開設時が平成１４年５月３１日から遡っ
て１０年を超える施設については，１０年分の使用料相当額をもって損害金請求を
するものである。
          ①　被告株式会社Ｂ　　　　　　　　　３０２万１４６０円
          ②　被告Ｅ　　　                    ４９１万７７５０円
          ③　被告Ｆ　　　　                  ５９０万１３００円
          ④　被告Ｇ　　　                    ３２７万８５００円
          ⑤　被告Ｈ及び被告Ｉ　　　　　　    ４７２万１０４０円
          ⑥　被告Ｊ　　　                    ４７２万１０４０円
          ⑦　被告Ｋ　　　                    ９９３万３５２０円
        (イ)　確定遅延損害金
            本件各施設の使用料相当損害金について，１か月の損害金を算出し，
その金額に翌月１日から平成１４年１１月３０日まで年５分の割合による確定遅延
損害金の合計額を各被告について算出すると次のとおりである。
          ①　被告株式会社Ｂ　　　　　　　　　　７８万３０３２円
          ②　被告Ｅ　　　　　　　　　　　　　１２４万７４０７円
          ③　被告Ｆ　　　　　　　　　　　　　１５２万９５０５円
          ④　被告Ｇ　　　　　　　　　　　　　　８４万９７０３円
          ⑤　被告Ｈ及び被告Ｉ　　　　　　　　１２２万３５９８円
          ⑥　被告Ｊ　　　　　　　　　　　　　１２２万３５９８円
          ⑦　被告Ｋ　　　　　　　　　　　　　１０７万６３４４円
        (ウ)　弁護士費用
            原告は，本件訴訟の提起追行を弁護士に依頼せざるを得なかった。そ
のための弁護士費用は次のとおりである。
          ①　被告株式会社Ｂ　　　　　　　　　　４２万２２１５円
          ②　被告Ｅ　　　                  　１０３万０８００円
          ③　被告Ｆ　　　　                　１２３万６９６０円
          ④　被告Ｇ　　　                    　６８万７２００円
          ⑤　被告Ｈ及び被告Ｉ  　　　　　　  　６５万９７１２円
          ⑥　被告Ｊ　　　                    　６５万９７１２円
          ⑦　被告Ｋ　　　                  　２２１万１８１５円
        (エ)　損害金合計額（(ア)ないし(ウ)を加えた金額）
          ①　被告株式会社Ｂ　　　　　　　　　４２２万６７０７円
          ②　被告Ｅ　　　                    ７１９万５９５７円
          ③　被告Ｆ　　　　                  ８６６万７７６５円
          ④　被告Ｇ　　　                    ４８１万５４０３円
          ⑤　被告Ｈ及び被告Ｉ　　　　　　    ６６０万４３５０円
          ⑥　被告Ｊ　　　                    ６６０万４３５０円
          ⑦　被告Ｋ　　　                  １３２２万１６７９円
      イ　不当利得による損失
          被告らは，原告の許諾を受けず，かつ，使用料を支払わずに管理著作物
を使用したことによって，法律上の原因なく使用料相当額の利得を受けたが，これ
によって，原告は同額の損失を被った。
      ウ　ダンス教授所実態調査報告書（甲５の１ないし７。以下「本件報告書」
という。）の証拠能力，信用性等
          原告の上記各請求は，本件報告書に依拠するところ，被告らは，その証
拠能力，信用性等について争っているが，同主張は，以下のとおり，理由がない。
        (ア)　本件報告書の証拠能力について
            本件報告書は，ダンス教授所を経営する被告らとの間で受講契約を締
結して顧客となった者が同契約に基づく債務（入会金，受講料等）をすべて履行し
た上で，通常のレッスンを受けた過程で見聞した事実を報告した書面であるが，著
作権侵害という刑罰法規に触れる犯罪行為が現に実行されていることが客観的に明
らかである場合に，著作権者自身又は著作権者から依頼を受けた者が，著作権侵害
の事実とそれによって被っている損害とを確認するため，上記の手順・態様により
実態調査を実施するのは正当行為に当たるから，建造物侵入罪を構成することはな



い。したがって，本件報告書は違法収集証拠ではないから，被告らの主張はその前
提において失当である。
            また，証拠能力の有無という点のみについてみれば，当該証拠が著し
く反社会的な手段を用いて，人の精神的肉体的自由を拘束するなどの人格権侵害を
伴う方法によって採集されたものであるときに証拠能力を否定するとういうのが近
時の判例の到達点であるから，本件報告書に証拠能力があることは明らかである。
        (イ)　本件報告書の信用性について
            被告らによる著作権侵害行為の具体的状況を知り得る立場にあるの
は，被告ら自身を除けば，その従業員と顧客のみであるから，原告としては，前記
のような形でこれを証拠化する以外に有効で適切な方法はないが，本件報告書は，
音楽著作物の使用について被告らによる作為が介在しない状況において調査し，記
録されたものであるから，その信用性は高いというべきである。これに対し，被告
らが本訴提起後５か月を経過して提出した「ダンス教室実態調査表（乙７の１ない
し７）」は，被告らによる作為が介在している蓋然性が高く，また記載内容を裏付
ける客観的証拠が提出されないなど，その証拠価値は低いといわざるを得ない。
      （被告らの主張）
      ア　不法行為による損害額
          原告の主張のうち，別紙差止請求一覧表に記載された本件各施設の面
積，３０分間の教授料についてはいずれも認めるが，その余は，いずれも否認ない
し争う。
        (ア)　被告株式会社Ｂが経営するＤ’ダンススクール扶桑教室（現在の名
称は，Ｃ’ダンススクール扶桑教室）の開設時期が昭和６３年６月ころであるとの
点は否認する。被告株式会社Ｂが同教室を開設したのは，平成５年４月ころであ
る。現在同教室が入っているビルにおいては，同教室開設以前から，訴外Ｌが風営
法に基づく許可を受けてカルチャーセンターを経営していたのであり，被告株式会
社Ｂの代表者Ｃ，被告Ｄの外，複数のダンス教師が交代でレッスンを行っていた
が，当該カルチャーセンターは被告株式会社Ｂ及び被告Ｄの管理下にはなかった。
原告の主張は，上記Ｌが受けていた営業許可証がビルに掲げられたままになってい
るのを被告株式会社Ｂのものと誤解したことによるものである。
            また，原告は，９月，１０月，１１月，２月に行われた実態調査を基
に月間営業日数を判断しているが，損害額等の算定の基礎となる月間営業日数は，
年末年始やお盆休みのある月も考慮してその平均をとって決められるべきである。
なお，各被告ごとの年間営業日数は，次のとおりである。
          ①　被告株式会社Ｂ　　　　　　　　　１９５日
          ②　被告Ｅ　　　                  約２８８日
          ③　被告Ｆ　　　　                約２９０日
          ④　被告Ｇ　　　                  約２９０日
          ⑤　被告Ｈ及び被告Ｉ　　　　　　    ２４４日
          ⑥　被告Ｊ　　　                    ２３６日
          ⑦　被告Ｋ　　　                  約２８０日
        (イ)　仮に，本件報告書が正確なものであったとしても，わずか１日だけ
の音楽の使用量をもって，原告が請求の対象とする全期間（本訴提起の日以前の１
０年間）について本件各施設における管理著作物の使用量を認定することは妥当で
はない。すなわち，本件各施設においては，この１０年間あるいは開設後から今日
まで，受講生数の増減，ダンス教師等のスタッフの変更等，音楽の使用量の増減に
直接影響する事情に関して様々な変化が生じていることからすれば，原告の調査日
における音楽の使用量を基に，営業月数等を乗じて原告が請求の対象とする全期間
の損害額等を計算することは不可能である。
            また，同じダンス教授所においても，レッスンを担当する教師，それ
を受ける生徒等により，あるいはレッスン日等によっても，実際に音楽が使用され
る時間は異なってくるし，使用されている音楽の中には，管理著作物以外の音楽著
作物や著作権の保護期間が既に終了しているようなものも多く含まれており，管理
著作物のみが使用されているわけではない。現に，被告らが本訴提起後に調査した
結果を記載した「音楽使用実態調査表」によれば，被告らの利用曲数は，原告の調
査よりも少なくなっている。
      イ　不当利得による損失額
          アと同様であるほか，不当利得の返還請求については，弁護士費用は認
められない。



      ウ　本件報告書に基づく請求の不当性
          そもそも原告の請求の基礎となっている本件報告書には，以下の問題点
があり，原告は，その損害額ないし損失額の立証に成功していないというべきであ
る。
        (ア)　本件報告書の証拠能力について
            原告が，損害額等の根拠としている本件報告書は，原告が雇った調査
会社の調査員が，調査の目的を秘してダンス教授所に潜入して調査したものであ
り，かかる行為は被告らの意思に反する建造物への立入りであって，建造物侵入罪
にも該当し得るものである。
            したがって，かかる手段により収集された証拠である本件報告書は，
違法収集証拠として証拠能力を認めることができない。
        (イ)　本件報告書の信用性について
            本件報告書は，教授料金に誤りがあったり，当該ダンス教授所には存
在しないスタッフの氏名が教師名として記載されていたり，料金システムに関する
チケットの枚数が間違っていたり，客の入店状況が実際の人数と異なっているな
ど，杜撰かつ不正確な内容となっているが，このような報告書は，被告らによる音
楽の実際の使用状況を反映したものとはいえないから，信用性が認められないばか
りか，むしろ誤解を招く有害なものである。
    (7)　争点(5)（被告Ｄの責任）について
      （原告の主張）
        被告Ｄは，平成１４年４月３０日まで被告株式会社Ｂの代表取締役とし
て，同日以降同社の取締役として法令を遵守して社交ダンス教授所の経営をすべき
ところ，自らダンス教師として顧客の指導に当たってきており，被告株式会社Ｂが
原告の許諾を受けず，かつ，使用料を支払わずに管理著作物を使用していることを
現に知り，又は極めて容易に知り得たのであるから，その職務を遂行するにつき悪
意又は重大な過失があった。
        よって，被告Ｄは，商法２６６条の３第１項に基づき，被告株式会社Ｂと
連帯して損害賠償責任を負う。
      （被告Ｄの主張）
        被告Ｄが，平成３年３月１日の会社設立から平成１４年４月３０日まで被
告株式会社Ｂの代表取締役の地位にあり，同日以降も取締役として同社によるダン
ス教授所の経営に関与していること，自らダンス教師として顧客の指導に当たって
いること，以上の事実は認めるが，被告Ｄが，商法２６６条の３第１項に基づき，
損害賠償責任を負うとの主張は争う。
    (8)　争点(6)（消滅時効の成否）について
      （被告らの主張）
      ア　原告は，昭和４６年以降，社交ダンス教授所における管理著作物の演奏
権を管理しており，被告らを含めた愛知県のダンス教授所の使用料支払の状況につ
いても１０年前から十分に把握していたと考えられるから，原告は，その時点にお
いて「損害及び加害者」を知ったということができる。したがって，本訴提起から
３年前以前の原告の被告らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権は，３年の消
滅時効（民法７２４条）にかかっているから，被告らは，本訴において，同時効を
援用するとの意思表示をする。
      イ　また，原告の被告らに対する不当利得返還請求権は，５年の商事消滅時
効にかかる（商法５２２条）。すなわち，原告と被告らとの間に著作物利用許諾契
約が存在する場合には，その使用料債権は商行為によって生じたものであるから，
商事消滅時効の対象となると考えられるところ，本件における不当利得返還請求権
は，本来契約に基づいて適用されるはずの使用料規程に基づいたものであって，上
記債権が変形したもの，あるいは実質的に同一視できる債権と考えられるから，商
事取引関係の迅速な解決という要請に変わりはない。したがって，本件の不当利得
返還請求権は，商行為によって生じた債権に準じるものとして商事消滅時効の対象
となるので，被告らは，本訴において，同時効を援用するとの意思表示をする。
      （原告の主張）
      ア　被告らが，本訴において，不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効
が認められるとしても，原告は，当該消滅部分について，不当利得に基づく返還請
求をする。
      イ　被告らは，原告の被告らに対する不当利得返還請求権が５年の商事消滅
時効にかかると主張する。しかし，そもそも仮に原告と被告ら（被告株式会社Ｂを



除く。）との間に著作物利用許諾契約が存在するとしても，著作物利用許諾契約に
係る法律関係に絶対的商行為又は営業的商行為に当たる行為は存在しないし，また
原告は公益社団法人であって商人ではなく，被告株式会社Ｂを除く被告らも同様に
商人ではないから，そこから生じる使用料債権は商行為によって生じた債権ではな
い。したがって，被告らの上記主張は，被告株式会社Ｂとの関係を除けば，前提に
おいて失当である。
          また，本件の不当利得返還請求権については，原告と被告らとの間に商
行為である契約関係は存在せず，被告らが原告の有する著作権を一方的に侵害した
ことにより発生したものであることを考慮すれば，商事取引関係の迅速な解決とい
う要請を考慮すべき合理的根拠に乏しく，商行為によって生じた債権に準じるもの
とはいえない。なお，同請求権は，原告の使用料規程に基づくものではなく，原告
は，被告らの受けた利益（ないし原告が被った損失）を算定するために同規程を資
料としているにすぎないから，この点においても，被告らの主張は誤っている。
    (9)　争点(7)（撤去請求の可否）について
      （原告の主張）
      ア　法１１２条２項は，著作権者が著作権侵害者に対し，同条１項に規定す
る差止請求権を実効あらしめるために必要な具体的措置として，「専ら侵害の行為
に供された機械若しくは器具」の撤去，廃棄等を請求することができる旨規定する
ところ，本件物件は，上記の機械若しくは器具に当たるというべきである。
          この点，被告らは，本件物件が原告の管理著作物以外の録音物を再生す
るためにも使用されるものであることを理由に，「専ら侵害の行為に供された機械
若しくは器具」に当たらないと主張するが，法１１２条２項にいう「機械若しくは
器具」とは，機能及び用途の両面から特定人の有する著作権侵害以外の目的に用い
ることができないようになっているものに限定されない。そう解さなければ，海賊
版ＣＤの製作業者に対してその製作に供された所有録音機器の廃棄を求める請求
も，社交飲食店に対して無許諾演奏に使用した通信カラオケ装置の当該店舗からの
撤去を求める請求も，同項によってすることができないということとなるが，その
ような結果は同項の立法趣旨に照らし不合理である。被告らは，本件各施設におい
て，現在も本件物件を用いて原告の著作権を継続して侵害しているばかりか，本件
物件を用いた場合において，管理著作物が演奏される割合は極めて高い（演奏楽曲
中に占める管理著作物の占有率は平均８３．６５パーセントであり，曲名の判明し
た楽曲に占める管理著作物の占有率は平均９１．７６パーセントである。）。な
お，ダンス音楽については，カラオケ用楽曲と異なり，必ずしも一般に知られた楽
曲ばかりでないため，楽曲の特定に困難が伴うという特殊事情があるが，楽曲の特
定ができなかったものについても，特定さえすれば，それが高い割合で管理著作物
に該当することが確実である。
          したがって，本件物件を放置すれば，被告らによる侵害再開の可能性は
高いというべきである。
      イ　しかも，原告の請求は，本件物件の廃棄ではなく，著作権侵害の舞台と
なっている本件各施設からの撤去という最低限のものにすぎない。長期間にわたっ
て原告の著作権侵害を継続している被告らが，その侵害のための道具として使用し
続けている機器の撤去を甘受すべきは当然である。
      ウ　よって，原告は，被告らに対し，法１１２条２項に基づき，廃棄その他
の侵害の停止又は予防に必要な措置として，本件物件の本件各施設からの撤去を求
める。
      （被告らの主張）
        原告の主張は，否認ないし争う。
        被告らが本件各施設に設置している本件物件は，原告の管理著作物以外の
録音物を再生するためにも使用されるものであり，「専ら侵害の行為に供された機
械若しくは器具」（法１１２条２項）には当たらない。
第３　当裁判所の判断
  １　争点(1)ア（公衆演奏の該当性）について
      著作権者は，その著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として
（「公に」）演奏する権利を専有しており（法２２条），「演奏」には，生の演奏
だけでなく，著作物が録音されたものを再生することを含むとされている（同法２
条７項）ところ，前記前提事実(2)のとおり，被告らは，本件各施設において，ダン
ス教師が受講生に対し社交ダンスを教授するに当たり，管理著作物を含む音楽著作
物を録音したＣＤ等を再生する方法により演奏していることは当事者間に争いがな



い。
      しかるところ，原告は，前記のとおり，受講生に対し社交ダンスを教授する
に際して管理著作物等を再生する行為は，「公に」演奏する行為に当たると主張す
るのに対し，被告らは，上記再生行為は，特定かつ少数の者に対するものであると
主張して，「公に」演奏する行為であることを否定するので，まず，この点につい
て検討する。
      一般に，「公衆」とは，不特定の社会一般の人々の意味に用いられるが，法
は，同法における「公衆」には，「特定かつ多数の者」が含まれる旨特に規定して
いる（同法２条５項）。法がこのような形で公衆概念の内容を明らかにし，著作物
の演奏権の及ぶ範囲を規律するのは，著作物が不特定一般の者のために用いられる
場合はもちろんのこと，多数の者のために用いられる場合にも，著作物の利用価値
が大きいことを意味するから，それに見合った対価を権利者に環流させる方策を採
るべきとの判断によるものと考えられる。かかる法の趣旨に照らすならば，著作物
の公衆に対する使用行為に当たるか否かは，著作物の種類・性質や利用態様を前提
として，著作権者の権利を及ぼすことが社会通念上適切か否かという観点をも勘案
して判断するのが相当である（このような判断の結果，著作権者の権利を及ぼすべ
きでないとされた場合に，当該使用行為は「特定かつ少数の者」に対するものであ
ると評価されることになる。）。
      これを本件についてみるに，被告らによる音楽著作物の再生は，本件各施設
においてダンス教師が受講生に対して社交ダンスを教授するに当たってなされるも
のであることは前記のとおりであり，かつ，社交ダンスはダンス楽曲に合わせて行
うものであり，その練習ないし指導に当たって，ダンス楽曲の演奏が欠かすことが
できないものであることは被告らの自認するところである。そして，証拠（甲５の
１ないし７）によれば，被告らは，格別の条件を設定することなく，その経営する
ダンス教授所の受講生を募集していること，受講を希望する者は，所定の入会金を
支払えば誰でもダンス教授所の受講生の資格を得ることができること，受講生は，
あらかじめ固定された時間帯にレッスンを受けるのではなく，事前に受講料に相当
するチケットを購入し，レッスン時間とレッスン形態に応じた必要枚数を使用する
ことによって，営業時間中は予約さえ取れればいつでもレッスンを受けられるこ
と，レッスン形態は，受講生の希望に従い，マンツーマン形式による個人教授か集
団教授（グループレッスン）かを選択できること，以上の事実が認められ，これに
よれば，本件各施設におけるダンス教授所の経営主体である被告らは，ダンス教師
の人数及び本件各施設の規模という人的，物的条件が許容する限り，何らの資格や
関係を有しない顧客を受講生として迎え入れることができ，このような受講生に対
する社交ダンス指導に不可欠な音楽著作物の再生は，組織的，継続的に行われるも
のであるから，社会通念上，不特定かつ多数の者に対するもの，すなわち，公衆に
対するものと評価するのが相当である。
      この点につき，被告らは，①本件各施設におけるＣＤ等の再生は，被告らと
ダンス指導受講の契約を結んだ特定の生徒に対し，ダンス技術の指導に伴ってなさ
れるものであり，両者の間には密接な人的結合関係に依存した継続的な関係が存す
ることに照らせば，本件各施設におけるＣＤ等の再生は特定の者に対してなされる
ものであること，②被告らのダンス指導は個人レッスンを基本としているところ，
その生徒数は数名，多くとも１０名程度であるから，多数の者に対する演奏ともい
えないこと，などを理由に，公衆に対するものではないと主張する。
      なるほど，証拠（乙１０の１ないし７，１２，１８ないし３３）によれば，
顧客である受講生らと被告らとの間にダンス指導受講を目的とする契約が締結され
ていること，この契約は，通常，１回の給付で終了するものではなく，ある程度の
期間，継続することが予定されていること，本件各施設において，一度にレッスン
を受けられる受講生の数に限りがあること，本件各施設におけるダンス教授が個人
教授の形態を基本としていること，以上の事実は否定できない。しかしながら，受
講生が公衆に該当するか否かは，前記のような観点から合目的的に判断されるべき
ものであって，音楽著作物の利用主体とその利用行為を受ける者との間に契約ない
し特別な関係が存することや，著作物利用の一時点における実際の対象者が少数で
あることは，必ずしも公衆であることを否定するものではないと解される上，①上
記認定のとおり，入会金さえ支払えば誰でも本件各施設におけるダンス教授所の受
講生資格を取得することができ，入会の申込みと同時にレッスンを受けることも可
能であること，②一度のレッスンにおける受講生数の制約は，ダンス教授そのもの
に内在する要因によるものではなく，当該施設における受講生の総数，施設の面



積，指導者の数，指導の形態（個人教授か集団教授か），指導日数等の経営形態・
規模によって左右され，これらの要素いかんによっては，一度に数十名の受講生を
対象としてレッスンを行うことも可能と考えられることなどを考慮すると，受講生
である顧客は不特定多数の者であり，同所における音楽著作物の演奏は公衆に対す
るものと評価できるとの前記判断を覆すものではないというべきである。
  ２　争点(1)イ（演奏の非営利性）について
      被告らは，本件各施設における音楽著作物の再生は，営利性を欠くと主張す
るところ，法は，公表された著作物につき，①営利を目的とせず，②聴衆等から料
金を受けない場合には，著作権に服することなく公に演奏等を行うことができる旨
規定する（法３８条１項）。これは，公の演奏等が非営利かつ無料で行われるので
あれば，通常大規模なものではなく，また頻繁に行われることもないから，著作権
者に大きな不利益を与えないと考えられたためである。このような立法趣旨にかん
がみれば，著作権者の許諾なくして著作物を利用することが許されるのは，当該利
用行為が直接的にも間接的にも営利に結びつくものではなく，かつ聴衆等から名目
のいかんを問わず，当該著作物の提供の対価を受けないことを要すると解すべきで
ある。
      しかるところ，被告らが，本件各施設におけるダンス教授所において，受講
生の資格を得るための入会金とダンス教授に対する受講料に相当するチケット代を
徴収していることは前記のとおりであり，これらはダンス教授所の存続等の資金と
して使用されていると考えられるところ，ダンス教授に当たって音楽著作物の演奏
は不可欠であるから，上記入会金及び受講料は，ダンス教授と不可分の関係にある
音楽著作物の演奏に対する対価としての性質をも有するというべきである。
      この点につき，被告らは，①社交ダンスは一つの芸術ないしスポーツであ
り，社交ダンス教授所はその教育という公益目的に従事するものであって，受講生
から得た受講料はダンス教師の技術の向上や本件各施設の運営費用に振り向けられ
ているから，営利を目的としたものではないこと，②受講料はダンス指導の対価で
あって，音楽著作物の演奏に対する対価ではないから，受講料は法３８条１項の
「料金」に当たらないこと，などを理由に，本件各施設における管理著作物の再生
は，営利を目的としない利用として原告の著作権が及ばない旨主張する。
      しかしながら，社交ダンスが一つの芸術ないしスポーツの側面を有している
ことは承認できる（乙１ないし３，８）としても，スポーツ等が営利目的と併存し
得ることは，プロ野球やプロサッカーの例を挙げるまでもなく，疑いを容れる余地
がないし，被告らが主張するように，受講料がダンス教師の技術の向上や本件各施
設の運営費用に振り向けられれば，本件各施設の人的物的施設が維持改善されて同
施設の競争力が高まり，更に受講生の獲得，受講料収入の増加につながるという循
環を生み出すことが考えられるから，これらだけではダンス教授所が営利を目的と
しないとはいえない。かえって，前記認定のとおり，本件各施設におけるダンス教
授所は，入会金と受講料を定め，受講生から徴収しているが，これらは教授所を維
持するのに最低限必要な経費から割り出されたものではなく，受講生が増加すれば
増加するほどその経営者の取得する所得が増加する関係にあり，現に，証拠（甲５
の１及び５ないし７）によれば，被告株式会社Ｂ，被告Ｈ，被告Ｉ，被告Ｊ，被告
Ｋの経営に係るダンス教授所においては，受講勧誘文言を記載した入会案内書を作
成，配布している事実が認められるから，これらを総合すれば，被告らの経営する
ダンス教授所が営利の目的を有しないものであるとは到底認めることはできない。
そして，前記のとおり，社交ダンスの教授に際して音楽著作物を演奏することは必
要不可欠であり，音楽著作物の演奏を伴わないダンス指導しか行わない社交ダンス
教授所が受講生を獲得することはおよそ困難であって，そのような社交ダンス教授
所が施設を維持運営できないことは明らかであるから，結局，本件各施設における
音楽著作物の利用が営利を目的としないものであるとか，上記受講料がその対価と
しての料金には当たらないとの被告らの主張は採用できない。
  ３　争点(1)ウ（著作物の公正な利用）について　
      被告らは，本件各施設における管理著作物の演奏は，①教師と生徒の間の密
接した個人的空間において行われ，私的領域における演奏であること，②芸術，ス
ポーツの普及ないし教育の目的で行われ，営利目的ではないこと，③社交ダンスの
ようにルールの確立したスポーツあるいはその指導に伴う音楽の使用は，著作権侵
害とされるべきでないとの社会的コンセンサスがあり，黙認されてきたことなどの
事実に照らすと，著作物の公正な利用（フェア・ユース）に当たるから，原告の被
告らに対する請求は，権利濫用として許されない旨主張する。



      法１条は，法の目的につき，「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつ
つ，著作権者等の権利の保護を図り，もって文化の発展に寄与することを目的とす
る。」と定め，法３０条以下には，それぞれの立法趣旨に基づく，著作権の制限に
関する規定が設けられているところ，これらの規定から直ちに，我が国において
も，一般的に「公正な利用（フェア・ユース）の法理」が認められると解するのは
相当でない。著作権に対する公正利用の制限は，著作権者の利益と公共の必要性と
いう，対立する利害の調整の上に成立するものであるから，実定法主義を採る我が
国の法制度の下で，これが制限されるためには，その要件が具体的かつ明確に規定
されていることが必要であると解するのが相当であって，かかる規定が存しない以
上，一般的な「公正な利用の法理」を認めることはできないことはもちろん，明文
の規定を離れて著作物の公正な利用となる場合があることを認めることはできない
というべきである（東京高等裁判所平成６年１０月２７日判決・知的裁集２６巻３
号１１５１頁参照）。
      もっとも，被告らは，権利濫用を基礎づける趣旨で上記の法理を主張してい
ると解されるので，これについて検討するに，前記のとおり，①被告らの経営する
ダンス教授所においては，入会金を支払うことにより誰でも受講生の資格を得るこ
とができ，かつ受講生は，個人レッスンと集団レッスンを選択することができるこ
と，②ダンス教授及びこれと不可分の関係にある音楽著作物の演奏が営利目的でな
いとはいえないこと，③被告らの主張する社会的コンセンサスが存在することを認
めるに足りる証拠はないが，それをさておくとしても，本件で問題とされているの
は，社交ダンスそのものではなく，料金を徴収して組織的，継続的に行われている
ダンス教授の営業活動に不可欠な音楽著作物の使用であるから，スポーツないしそ
の指導との比較は意味をなさないこと，以上に照らせば，被告らの主張する事由
は，原告の請求が権利濫用であることを基礎づけるものではないというべきであ
る。
  ４　争点(2)（使用料請求の権利濫用）について
      前記のとおり，被告らが経営する本件各施設において，管理著作物を収録し
たＣＤ等を再生する行為が原告の著作権を侵害すると判断される以上，原告がその
権利に基づいて，被告らに対し，侵害行為によって生じた損害の賠償等を求めるこ
とは，特段の事情がない限り，正当な権利の行使であって，それが権利の濫用と評
価されることはないと解される。
      この点につき，被告らは，①原告らが損害賠償請求等の根拠とする使用料規
程は，事業法の規定する手続に則ったものでないこと，②原告の本訴提起前の交渉
態度は不誠実なものであり，また原告は，本訴提起に先立ち，被告らとの十分な交
渉を経ていないこと，③原告が，本訴提起に先立って社交ダンス教授所の経営者ら
に対して送付した書面の内容が強圧的なものであること，④原告が使用料規程に基
づいて使用料を求める行為は独占禁止法１９条にいう不公正な取引方法に当たるこ
と，などを主張して，原告が被告らに対し使用料規程に基づいて使用料相当額の請
求をすることは権利の濫用であると主張する。
      なるほど，証拠（甲６の１ないし７，１１の１，２）によれば，原告が，平
成１３年１１月ころに被告らに送付した「許諾の有無による著作物使用料の比較」
と題するリーフレットには，原告の許諾を受けない場合の著作料使用料が許諾を受
けた場合の数倍に達することが記載されていること，また，原告が，その代理人名
義で本訴提起直前に被告らに送付した警告書には，被告らが刑事罰をも科せられる
可能性を示唆する文言も記載されていること，以上の事実が認められ，これによれ
ば，受け取め方によっては原告の交渉に臨む態度が威圧的であるとの印象を与え得
ることは否定できない。
      しかしながら，一般に，交渉の際に事実に反しない限度で多少の駆け引きを
行うことは社会通念上許容されていると考えられる上，証拠（甲７，８，９及び１
０の各１，２，１２の１ないし６）によれば，①原告は，平成１３年９月６日，社
交ダンス教授所における管理著作物利用についての利用者団体と考えられる全ダ連
に対し，事業法１３条２項に基づき，使用料規程案を送付した上でその意見の陳述
を促したが，全ダ連から特段の意見表明はなかったので，文化庁長官に現行使用料
規程を届け出たこと，②現行使用料規程に定める社交ダンス教授所に適用される使
用料額は，昭和６１年８月１３日付けで変更認可を受けて実施していた著作物使用
料規程に定める使用料額と同額であるところ，原告は，この変更認可申請に先立っ
て，当時の唯一の利用者団体であった全ダ連との間で協議を行ったこと，③原告
は，平成１３年１１月６日，ボールルーム連盟に対して，同連盟に所属する社交ダ



ンス教授所における管理著作物の利用の適正化についての申入れをしたところ，同
連盟から，同連盟の主要な事業がダンス指導者の資格認定をすることにあり，上記
問題について責任を持った交渉をすることはできないとの趣旨の回答があったこ
と，④原告は，平成１３年以降，被告らないし被告らの所属する団体（全ダ連，ボ
ールルーム連盟，アイチボールルームダンス協同組合）との間で管理著作物の利用
の適正化について相当期間にわたる交渉を重ねた上で，本件訴訟を提起したこと，
⑤上記警告書が送付された時期には，既に被告らにも弁護士である代理人が選任さ
れていたこと，以上の事実が認められ，これらを総合すれば，上記特段の事情が存
するとは認め難い（被告らの上記主張は，つまるところ，被請求者側から見た請求
者の交渉及び請求態度に対する主観的不満を述べているにすぎないと評価し得
る。）から，原告による使用料の請求が権利の濫用として許されないとの被告らの
主張は採用できない。
  ５　争点(3)（法附則１４条の適用の有無）について
    (1)　平成１１年法律第７７号（平成１２年１月１日施行）による改正前の法附
則１４条は，適法に録音された音楽著作物の再生については，公衆送信に該当する
もの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおい
て行われるものを除き，当分の間，旧法３０条１項８号，２項等が効力を有するこ
ととして演奏権を制限し，所定の要件の下で適法とする旨を規定する。これを受け
て，法施行令附則３条は，政令で定める事業として，１ないし３号の各事業を掲げ
ているが，その２号において，「キャバレー，ナイトクラブ，ダンスホールその他
フロアにおいて客にダンスをさせる営業」が規定されている。この点に関し，被告
らは，社交ダンス教授所は法施行令附則３条の各号のいずれの事業にも該当せず，
本件各施設においてＣＤ等に録音された管理著作物を再生する行為は，法附則１４
条の適用対象であったことを前提に，被告らが支払うべき使用料は平成１４年４月
以降のものに限られる旨主張するのに対し，原告は，本件各施設のような社交ダン
ス教授所は，法施行令附則３条２号の「フロアにおいて客にダンスをさせる営業」
に当たると主張するので，その当否につき検討する。
    (2)　まず，法附則１４条が設けられた経緯について検討するに，旧法は，「音
ヲ機械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ著作物ノ適法ニ写調セラレタルモノヲ興行
又ハ放送ノ用ニ供スルコト」（３０条１項８号）は著作権侵害とはならない旨規定
し，レコード等の録音再生機器を用いた演奏は公になされたとしても，原則として
著作権の権利の範囲外とされていたが，昭和４５年改正の現行法において，前記の
とおり，著作物が録音されたものを再生することも演奏に含まれるとされた（同法
２条７項）ことから，レコード等の録音再生機器を用いた演奏にも演奏権が及ぶこ
とになった。しかし，一挙に制度を切り替え，それまで適法とされた行為を著作権
の侵害とみなすことには社会的抵抗が強く，零細な音楽演奏事業者を圧迫するおそ
れがあったことから，政策的配慮により，放送・有線放送事業又は営利を目的とし
て音楽の著作物を使用する一部の事業を除いて，当分の間，旧法の制度を維持する
との経過規定（法附則１４条）が設けられたものである（もっとも，現行著作権法
制定当時から，上記規定はベルヌ条約に違反する疑いがあるとの指摘があったこ
と，制定から３０年が経過し，レコードの再生演奏から有線放送の再伝達に切り替
える事業者が増えるなど，同規定を廃止したとしても社会的影響が小さくなったこ
と等を踏まえ，平成１１年改正により同規定は削除された。）。
        そして，法施行令附則３条は，法附則１４条を受けて規定されたものであ
るが，法附則１４条が設けられた趣旨及び施行令附則３条に列挙された事業の性
質・内容にかんがみれば，法施行令附則３条各号に列挙された事業は，営利を目的
とする事業のうち，再生演奏が大規模ないし頻繁に行われるために，著作権者の演
奏権を著しく侵害するおそれが高いもの，裏返していえば，営業上音楽の演奏を欠
くことができない事業を類型的に列挙したものと解される。
        これを本件についてみるに，被告らの経営する社交ダンス教授所は営利を
目的としたものであること，社交ダンス教授所における社交ダンスの指導・教授に
音楽の演奏は不可欠であり，音楽を演奏しないダンス指導のみを行っていては当該
社交ダンス教授所の営業が成り立たないこと，その営業の性格上，頻繁に音楽著作
物が演奏されること，以上は前記判断のとおりであるから，これらを総合すれば，
本件各施設のような社交ダンス教授所は，法施行令附則３条２号の「フロアにおい
て客にダンスをさせる営業」に当たると解するのが相当である。
        この点につき，被告らは，平成１０年の風営法改正により，ダンス教授所
がその規制対象から外されたことなどを根拠に，ダンス教授所は法施行令附則３条



２号の「フロアにおいて客にダンスをさせる営業」に当たらない旨主張する。なる
ほど，平成１０年法律第５５号による改正前の風営法２条１項４号は，「ダンスホ
ールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業（第１号又は前号に該当する営業
を除く。）」を風俗営業として規定していたのに対し，改正後においては，「ダン
スホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業（第１号若しくは前号に該当
する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者（政令で
定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規
に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。）が客にダンスを教授す
る場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。）」と規定し，一定の要件を満たし
たダンス教授営業がその規制対象から外されたことは明らかである。
        しかしながら，風営法は，「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し，及び
少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する（１条）」目的で，警察行政上の
観点から規制等を行おうとするものであり，著作物等の公正な利用に留意しつつ，
著作者等の権利の保護を図らんとする著作権法とは，その目的，趣旨及び規制手法
において大きく相異するから，法施行令附則３条２号に掲げられた事業が風営法２
条１項の定義を参考として規定された経緯があるとしても，両者を同一のものと解
釈すべき根拠はないといわざるを得ず，被告らの上記主張は採用できない（ちなみ
に，被告らの論法に従えば，平成１０年改正前の風営法に基づく営業許可を受けて
いた場合には，その時点では法施行令附則３条２号の事業に該当することにならざ
るを得ないと考えられるところ，甲４によれば，別紙差止請求一覧表記載の施設番
号２ないし６の施設が上記許可を受けていた事実が認められる。）。
    (3)　よって，本件各施設におけるＣＤ等の再生の方法による管理著作物の演奏
には法附則１４条の適用はないというべきであるから，これを前提とする被告らの
前記主張は採用できない。
  ６　争点(4)（損害等の有無及び額）について
    (1)　不法行為に基づく損害
　　　ア　使用料相当額損害金
        (ア)　前記のとおり，被告らによる管理著作物を収録したＣＤ等の再生行
為は，原告の著作権を侵害する行為であるから，これによって，原告は著作権使用
料相当額の損害を被っていると認められるところ，その額は，少なくとも管理著作
物の許諾を受けて利用する者が原告に対して支払うべき使用料と同額とみなされる
（法１１４条２項）。ところで，管理著作物の使用料については，平成１３年９月
３０日までは「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」に基づき文化庁長官の認可
を受けた「著作物使用料規程」に，平成１３年１０月１日以降は事業法１３条に基
づいて原告が定めて文化庁長官に届け出た「使用料規程」に，それぞれ定められて
いるところ，証拠（甲３，９の１，２）によれば，使用料規程に定める社交ダンス
教授所に適用される使用料額は，昭和６１年８月１３日付けで変更認可を受けて実
施していた著作物使用料規程に定める使用料額と同額であること，具体的には，本
件各施設のような社交ダンス教授所において管理著作物を演奏（再生）する場合の
使用料は，包括的利用許諾契約を結ばない場合には１曲１回当たりの使用料による
べきところ（第２章第１節５「社交場における演奏等」），社交ダンス教授所とい
う営業形態は業種８に分類されるから，本件各施設に対しては別表１６の２が適用
されること，以上の事実が認められる。
            本件においては，使用料規程の適用の前提となる本件各施設の面積
（主としてダンスをするために設けられた場所の面積），３０分間の教授料につい
ては当事者間に争いがなく，それらによって定まる１曲１回当たりの使用料は，別
紙差止請求一覧表記載の施設番号１ないし３及び５ないし７のダンス教授所が６０
円，施設番号４のダンス教授所が４０円となる（甲３の別表１６の２）。
        (イ)　次に，本件各施設におけるダンス教授所の（平均）月間営業日数及
び１日当たりの管理著作物の利用数について判断する。本件各施設のような社交ダ
ンス教授所については，社会通念上，年末年始及びお盆休みは営業しないと考えら
れるところ，証拠（甲５の１ないし７，乙７の１ないし７）及び弁論の全趣旨によ
れば，本件各施設の（平均）月間営業日数及び利用数は，以下のとおりであると認
められる。
          ①　別紙差止請求一覧表記載の施設番号１の施設　１２日
          ②　同２ないし４，７の各施設　　　　　　　　　２４日
          ③　同５，６の各施設　　　　　　　　　　　　　２０日
            また，証拠（甲５の１ないし７）によれば，本件各施設における１日



当たりの管理著作物再生回数（演奏回数）は，少なくとも原告の主張回数（別紙１
ないし７に記載された回数）を下回るものではないと認められ，これに反する証拠
（乙７の１ないし７）は，その作成経緯等に照らして採用できない。
            この点につき，被告らは，①原告提出に係る本件報告書は，原告が雇
った調査会社の調査員が，被告らの意思に反してその調査目的を秘し，本件各施設
に潜入して調査した結果に基づくものであり，原告の上記行為は建造物侵入罪にも
該当し得るものであるから，違法収集証拠に当たること，②本件報告書にはレッス
ン料金やスタッフ名について明白な誤りがあること，などを理由として，その証拠
能力及び信用性を争っている。
            しかしながら，被告らの証拠能力欠如の主張が本件報告書の証拠調べ
が終了した後の期日に提出・陳述されたことは，本件記録に照らして明らかであ
り，このような場合にも，なお証拠の排除が可能であるかは疑問であるが，仮にこ
れを肯定するとしても，自由心証主義（民事訴訟法２４７条）を採用している現行
法の下では，当事者の提出する証拠については，原則としてその証拠能力を肯定す
べきであり，ただ，その証拠が著しく反社会的な手段を用いて，人の精神的，肉体
的自由を拘束するなどの人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるとき
に限り，その証拠能力は否定されると解するのが相当である（東京高等裁判所昭和
５２年７月１５日判決・東高民時報２８巻７号１６２頁参照）ところ，証拠（甲
４，５の１ないし７）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，本件各施設における管
理著作物の使用実態について把握するために，調査会社である株式会社オリファに
対し，上記使用実態について調査するよう委託したこと，同社は，その従業員を本
件各施設に顧客として派遣し，本件各施設を経営する被告らとの間でダンス受講契
約を締結し，同契約に基づく入会金，受講料等の債務をすべて履行した上で，通常
のレッスンを受けさせたこと，本件報告書は調査員がダンスレッスンを受ける過程
で現実に見聞した事実を報告したものであること，調査員は，事実を見聞するに際
し，他人に危害を加えたり，自由意思を抑圧するなどの手段をとることはなかった
こと，以上の事実が認められ，これら調査の経緯・態様に加え，調査当時，被告ら
が原告の著作権を侵害している蓋然性が高かったことをも考慮すれば，本件報告書
を違法収集証拠としてその証拠能力を否定することはできないというべきである。
            また，証拠（甲４，５の１ないし７）及び弁論の全趣旨によれば，本
件報告書は調査担当者が目視確認し，あるいは講師や受講生から聴取した内容を記
載したものであること，実態調査は１日のみで，調査時間も２ないし６時間程度の
短時間に行われたものであり，かつ，調査員はその調査時間内にダンスの指導も併
せて受けていること，以上の事実が認められるが，このような調査の性格からすれ
ば，その内容の一部に誤りが生じたとしても何ら不自然なことではなく，これに本
件報告書の内容が本訴提起後に被告らにおいて行った実態調査の結果（乙７の１な
いし７）と，管理著作物の使用回数を除き，大きな差異がないことを併せ考える
と，本件報告書に一部誤りが存することをもって直ちに同報告書全体の信用性がな
いとはいえない。
        (ウ)　さらに，原告が損害算定の基礎とし得る侵害期間の範囲について判
断する。
            証拠（甲４，５の１ないし７）及び弁論の全趣旨によれば，原告の調
査は，原告から依頼を受けた調査員が被告らが経営するダンス教授所の受講生とな
って実施したものであるが，調査に要した日数は１日のみであって，相当期間にわ
たって継続的に行われたものではないことが認められる。他方，証拠（乙１０の１
ないし７，１２）によれば，受講生が社交ダンスの受講を決意し，これを継続する
過程において，ダンス教師や友人との人的関係によって影響を受ける割合が比較的
高いと認められ，これによれば，ダンス教授所の営業は，顧客が物的施設の要素を
重視するカラオケボックスなどとは性格が異なるというべきである。そうすると，
後者においては，物的施設に変更がない限り，１日当たりの演奏曲数にそれほどの
変動はないと推認することが可能であるが，前者においては，ダンス教師の数やそ
の人柄等によって，受講生の数ひいては演奏曲数が大いに変動する可能性があると
いわざるを得ない（現に，乙９の１ないし７によれば，本件各施設におけるダンス
教授所の受講生は，過去１年間において相当数が入れ替わっていること，かつほと
んどのダンス教授所において，過去１年間は受講生が増加する傾向にあることが認
められる。）から，平成１３年９月から平成１４年２月にかけて行われた１日限り
の調査結果をもって，過去数年の利用曲数を推認することは，同一の人的関係が存
在することの立証がない限り，できないというべきである。したがって，原告が著



作権者から信託を受けた管理著作物の総数に変動がないと仮定しても，本件報告書
に基づく１日当たりの利用曲数は，経験則に照らし，せいぜい調査日の前後１，２
年の範囲内で妥当すると判断するのが相当である。
            もっとも，法１１４条の４は，損害が生じたことが認められる場合に
おいて，損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極
めて困難であるときは，裁判所は，口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づ
き，相当な損害額を認定することができる旨規定しているところ，前記認定に係る
ダンス教授所の営業の特殊性，本件各施設におけるダンス教授の態様，原告による
調査方法等を総合すれば，上記調査日の前後１，２年の範囲を超える期間について
も，本件報告書等に基づく１日当たりの利用曲数を基礎に損害額を認定することが
できるというべきである。
            しかして，被告らが，本訴において，不法行為に基づく損害賠償債務
の消滅時効（３年）を援用するとの意思表示をしたことは本件記録上明らかであ
り，被告らがこの３年の間に本件各施設において管理著作物を使用していたことに
ついて特に争っていないことからすれば，結局，原告が請求する損害の算定の基礎
となし得る侵害期間は，本訴提起時から遡って３年前の時点（平成１１年６月１
日）以降，原告が終期とした平成１４年１１月３０日までの４２か月となる。
        (エ)　以上の認定・判断を前提に，使用料相当損害金を被告らについてそ
れぞれ算定すると，次のとおりとなる（いずれも消費税を含む。）。
          ①　被告株式会社Ｂ
            　６０円×１２日×３２曲×４２月×１．０５
            ＝１０１万６０６４円
          ②　被告Ｅ
              ６０円×２４日×２５曲×４２月×１．０５
            ＝１５８万７６００円
          ③　被告Ｆ
              ６０円×２４日×３０曲×４２月×１．０５
            ＝１９０万５１２０円
          ④　被告Ｇ
              ４０円×２４日×２５曲×４２月×１．０５
            ＝１０５万８４００円
          ⑤　被告Ｈ及び被告Ｉ
              ６０円×２０日×３０曲×４２月×１．０５
            ＝１５８万７６００円
          ⑥　被告Ｊ
              ６０円×２０日×２４曲×４２月×１．０５
            ＝１２７万００８０円
          ⑦　被告Ｋ
              ６０円×２４日×１１９曲×４２月×１．０５
            ＝７５５万６９７６円
      イ　確定遅延損害金
          上記使用料相当損害金については，被告らによる著作権侵害が行われた
日から民法所定の年５分の割合による遅延損害金が発生していると認められるの
で，本件各施設の使用料相当損害金について，１か月の損害金（税込み）を算出
し，その金額に翌月１日から平成１４年１１月３０日まで年５分の割合による金員
を求める原告の請求はいずれも理由がある。
          本件各施設の１か月当たりの損害金及びその金額に対する遅延損害金の
起算日は，それぞれ別紙１ないし７の使用料相当額一覧表記載の各「使用料相当
額」欄の各金額及びそれに対応する各「起算日」欄記載の日のとおりである。
      ウ　弁護士費用
          本件記録によれば，原告は，弁護士である代理人に本訴の提起，遂行を
委任したことが明らかであり，これにより，相当額の着手金等の支払義務を負った
と認められるところ，本件事案の内容，経緯，認容額，その他本件に現れた一切の
事情を考慮すると，被告らの本件著作権侵害行為と因果関係を有する弁護士費用と
しては，下記の各金額をもって相当と認める。
        ①　被告株式会社Ｂ　　　　　　　　　１０万円
        ②　被告Ｅ　　　                  　１５万円
        ③　被告Ｆ　　　　                　１９万円



        ④　被告Ｇ　　　                    １０万円
        ⑤　被告Ｈ及び被告Ｉ　　　　　　    １５万円
        ⑥　被告Ｊ　　　                    １２万円
        ⑦　被告Ｋ　　　                  　７５万円
    (2)　不当利得に基づく原告の損失
        原告は，予備的に不当利得に基づいて利得の返還を求めているところ，前
記認定・判断を前提とすれば，被告らは，原告の許諾を受けず，かつ，使用料を支
払わずに管理著作物を使用したことによって，法律上の原因なく使用料相当額の利
得を受け，これによって原告は同額の損失を被ったと認められるが，前記のとお
り，その金額の算定の基礎となるべき，本件報告書に基づく１日当たりの利用曲数
は，経験則に照らしても，せいぜい調査日の前後１，２年の範囲内で妥当するにす
ぎないと解すべきところ，法１１４条の４は，不当利得に基づく利得額をも適用対
象とするものではないから，上記範囲を超える期間中に発生した利得額は，これを
立証する証拠がないといわざるを得ず，結局，原告の予備的請求は理由がないこと
に帰する。
  ７　争点(5)（被告Ｄの責任）について
      被告Ｄが，平成３年３月１日の会社設立から平成１４年４月３０日まで被告
株式会社Ｂの代表取締役の地位にあり，同日以降も取締役として同社によるダンス
教授所の経営に関与していること，自らダンス教師として顧客の指導に当たってい
ること，以上の事実は当事者間に争いがない。
      しかして，前記のとおり，被告株式会社Ｂの経営するＤ’ダンススクール扶
桑教室（Ｃ’ダンススクール扶桑教室）において，原告の許諾を受けることなくな
く管理著作物を再生する行為は，原告の著作権を侵害する行為であると判断すべき
ところ，被告Ｄの上記地位・立場に照らせば，被告株式会社Ｂが原告の許諾を受け
ることなく管理著作物を使用していることを現に知り，又は極めて容易に知り得た
と推認できるから，その職務を遂行するにつき悪意又は重大な過失があったという
べきであり，これにより第三者である原告に損害を与えたと評価し得る以上，商法
２６６条の３第１項に基づいて，被告株式会社Ｂと連帯して賠償責任を負うという
べきである。
  ８  争点(7)（撤去請求の可否）について
      法１１２条２項は，著作権者が著作権侵害者に対し，同条１項に規定する差
止請求権を実効あらしめるために必要な具体的措置として，「専ら侵害の行為に供
された機械若しくは器具」の廃棄等を請求することができると定めているところ，
原告は，本件物件は「専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具」に当たると主
張するのに対し，被告らはこれを否定する。
      そこで検討するに，本件物件は，ＣＤ等の録音物の一般的再生装置であっ
て，管理著作物以外の音楽著作物の再生にも供し得るものである。他方で，本件各
施設に本件物件を残しておくと，被告らによって管理著作物の演奏が再開される可
能性があることは否定できない。このような観点からすると，上記の「専ら」の要
件を満たすか否かについては，著作物の種類・内容，侵害行為の方法・態様，侵害
行為の数及び程度，供用物件の性質，取り得る具体的措置の内容等を総合考慮して
判断するのが相当である。
      これを本件についてみるに，本件報告書（甲５の１ないし７）によれば，本
件各施設におけるダンス教授所で演奏された音楽著作物中に占める管理著作物の割
合は，平均して８０パーセントを超えていることが認められるが，他方で，いわゆ
るダンス教授所において使用される音楽，いわゆるダンス音楽は極めて選択の幅が
広く，必ずしも管理著作物を用いなくともダンス指導は可能と考えられるから，被
告らに管理著作物の使用の差止めを命ずることによって，それ以降の侵害が停止さ
れることが期待できるというべきであり，実際にも，本訴提起後に被告らが行った
本件各施設における音楽著作物の使用実態の報告書（乙７の１ないし７）によれ
ば，使用された楽曲の中には管理著作物以外のものも相当数使用されている事実が
認められること（なお，被告らの上記報告書は，調査主体や調査方法が必ずしも明
らかでなく，また使用楽曲数が本件報告書とかい離しているなど，管理著作物を使
用することについて自重していることがうかがわれるが，そうであっても，否，そ
うであればこそ，上記の判断の裏付けとなるというべきである。）に照らせば，法
が侵害行為の差止めに加えて侵害専供用物件の廃棄等請求を認めた趣旨を考慮して
も，なお，本件物件が「専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具」に当たると
認めることは相当でない。



      この点につき，原告は，本件物件を本件各施設から撤去するだけであれば，
被告らに加重な負担を強いるものではないから，被告らはこれを甘受すべきである
旨主張するが，上記撤去請求は，現時点で存在する本件物件の撤去にとどまらず，
将来置かれ得る本件物件に対してもその効力を有するといわざるを得ないから，こ
れを認容するためには，被告らが本件物件を使用することによって将来にわたり管
理著作物を侵害する蓋然性が高いことの立証が必要というべきところ，これが尽く
されたといえないことは前記判断のとおりであるから，原告の上記主張は採用でき
ない。
      したがって，原告の法１１２条に基づく本件物件の撤去請求は理由がない。
　９　結論
      以上の次第で，原告の本訴各請求は前記判断の限度において理由があるから
これを認容し，その余は理由がないから棄却し，訴訟費用の負担につき民事訴訟法
６１条，６４条本文，６５条１項本文を，仮執行の宣言につき同法２５９条１項を
それぞれ適用して，主文のとおり判決する。
    
          名古屋地方裁判所民事第９部

                        裁判長裁判官　　　　加　　藤　　幸　　雄

                              裁判官      　舟　　橋　　恭　　子

                              裁判官        富　　岡　　貴　　美

別紙
                          物　　件　　目　　録

　ＣＤプレイヤー等の録音物再生装置及び関連機器
（別紙差止請求一覧表，別紙１ないし別紙７及び別添ダンス楽曲リストは，省略）


